
ඇॅډ者ຢ֎ࠃ๏ਓʹରする՝税の特例

　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人にରする՝税にͭいては、࣍のよ͏な特例があります。
詳しくは、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】をご参照ください。

̍ɹ源泉徴収໔আূ໌書ʹΑるの
๏人が、一ఆのཁ݅をඋ͑ていることにͭいࠃઃを༗する外ࢪతٱ߃者又はॅډઃを༗するඇࢪతٱ߃　
　て納税の所轄税務署かΒ源泉徴収໔আূ໌書（以Լ「໔আূ໌書」といいます。）のަ付を受け、この
　໔আূ໌書をࠃ源泉所得の支払者に提ࣔした場合には、その໔আূ໌書の༗ޮ期ؒにその支払者が支
　払͏ࠃ源泉所得（そのඇॅډ者又は外ࠃ๏人のٱ߃తࢪઃにͤؼΒれるものにݶります。）の͏ͪ特ఆの
　ものにͭいては、源泉徴収をཁしないこととされています（所๏ ���、2��）。
̎ɹે税ʹΑるの
　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人のॅډࠃとզがࠃとのؒでે税がక݁されている場合には、そのે税
にఆめるとこΖにより、そのඇॅډ者又は外ࠃ๏人が支払を受けるࠃ源泉所得にରする所得税及び復興
特別所得税がܰݮ又は໔আされることがあります（注１）。この所得税及び復興特別所得税のܰݮ又は໔আを
受けよ͏とする場合には、所ఆのಧ出書やؐ付ٻ書をそのࠃ源泉所得の源泉徴収義務者をܦ༝して税
務署に提出（注２）することとされています（࣮ࢪ特例লྩ１の２、２ʙ３の２、３の̐ʙ̕、̕の̑ʙ̕の
̔、̕の ��、̕の ��、�� の２）。

̏ɹ֎ॅډࠃ者等所得૬ޓ໔আ๏ʹΑるの（ؔ）
　にॅ所等を༗するඇॅډ者又はにຊళ等を༗する外ࠃ๏人が支払を受けるࠃ源泉所得にରす
る所得税及び復興特別所得税がܰݮ又はඇ՝税とされることがあります（注１）。この所得税及び復興特別所
得税のܰݮ又はඇ՝税のద用を受けよ͏とする場合には、所ఆのಧ出書やؐ付ٻ書をそのࠃ源泉所得
の源泉徴収義務者をܦ༝して税務署に提出（注２）することとされています（外ॅډࠃ者等所得૬ޓ໔আ３ن、
̒ʙ̕、��、�3、�3の２）。
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（注）１　ે税等のద用により、そのે税等でఆめΒれている税が所得税๏やે税特別ાஔ๏にنఆする税以Լとな
るものにͭいては、復興特別所得税をซͤて源泉徴収するඞཁはありまͤΜ（復興֬ࡒ๏ 33ᶆ一、ᶋ一）。

２　ಧ出書やؐ付ٻ書の提出に͑て࣓ి͏ߦతํ๏によるそのಧ出書やؐ付ٻ書に記載すき߲ࣄ等の提ڙをؚΈます。

ᶗɹ源泉徴収税額のաޡ納額のؐ付

ᶘɹ源泉徴収ථٴͼࢧௐ書のఏग़

ୈ̔ɹͦɹのɹଞ

　税額計算のޡりなどにより納めա͗た源泉徴収税額がある場合には、源泉徴収義務者は、納めա͗となっ
たཧ༝、ؐ付を受けよ͏とする金額等を記載した「源泉所得税及び復興特別所得税のޡ納額ؐ付ٻ書」を
納税の所轄税務署に提出してください。所轄税務署においてؐ付ٻ書の༰をݕ౼し納めա͗となっ
ている額が֬認できた場合には、源泉徴収義務者にؐ付することとされています（ࠃ税௨ଇ๏ ��）。
　なお、年ௐによるա納額のؐ付のٻにͭいては、これとは別に、そのखଓがఆめΒれていますので、
詳ࡉにͭいては、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にܝ載している「年ௐのしかた」をご
参照ください。

　給与等やୀ৬ख等、ใुɾྉ金などの支払者は、その支払の໌ࡉを記載した源泉徴収ථや支払ௐ書を一
ఆの期ݶまでにຊ人にަ付したり、あるいは税務署に提出しなけれなΒないことになっています（所๏
22�、22�）。
　以Լ、給与等及びୀ৬ख等の源泉徴収ථとใुɾྉ金などを支払った場合の支払ௐ書の提出等にͭいて
આ໌します。
̍ɹ給与所得の源泉徴収ථ
　ᾇ　給与等の支払者は、֤受給者にͭいて、その年の１月かΒ �2 月までのؒに支払の֬ఆした給与等の金
　　額や源泉徴収税額などを記載した「給与所得の源泉徴収ථ」を２෦࡞し、その͏ͪ１෦を合計දとと
　　もに翌年１月 3� まで（年のத్でୀ৬した受給者にͭいては、ୀ৬１ޙか月以）に、税務署に提
　　出し、ଞの１෦を受給者にަ付しなけれなりまͤΜ（所๏ 22�ᶃ、所ن �3ᶃ）（Լ記̑ᾇ参照）。
　なお、年のத్でୀ৬した受給者の源泉徴収ථにͭいては、そのଞの受給者分とซͤてୀ৬の年の翌

　　年１月3�までに税務署に提出することとしてもࠩし支͑ありまͤΜ。

　　　ͭいても、ಉ༷のऔѻいとなりますので注ҙしてください。
１（注）

ᾈ　給与等が、࣍のいずれかに֘するものである場合には、その給与等にͭいては、ᾇにかかΘΒず源
　　泉徴収ථを税務署に提出するඞཁはありまͤΜ（所ن �3 ᶄ）。
Π　年ௐをした給与等（࣍のϩ及びϋの給与等をআきます。）で、その年の給与等の支払金額が ���
ສԁ以Լであるもの

ϩ　๏人のһ（૬ஊ、ސそのଞこれΒにྨする人をؚΈます。）に支払͏給与等で、年ௐをし
たその年の給与等の支払金額が ��� ສԁ以Լであるもの

ϋ　ห࢜ޢ（外ࠃ๏ࣄ務ห࢜ޢをؚΈます。）、ެ認ձ計࢜、税ཧ࢜、หཧ࢜などに支払͏給与等で、年
ௐをしたその年の給与等の支払金額が 2�� ສԁ以Լであるもの

たっかなしをௐ年、で等与給͏払支に人たし出提を」書ࠂਃ）ಈҟ（等আ߇ཆැの者得所与給「χ
その年の給与等の支払金額が 2�� ສԁ以Լであるもの（һの場合には、�� ສԁ以Լであるもの）

支の等与給の年のそ、で等与給͏払支に人いなし出提を」書ࠂਃ）ಈҟ（等আ߇ཆැの者得所与給「ϗ
払金額が �� ສԁ以Լであるもの

　ᾉ 給与等の支払をする者は、給与等の支払を受ける人かΒの一ఆの承を得て、書໘による給与所得の源泉
徴収ථのަ付に͑て、給与所得の源泉徴収ථに記載すき߲ࣄをి࣓తํ๏により提ڙすることがで
きます。この提ڙにより、給与等の支払をする者は、給与所得の源泉徴収ථをަ付したものとΈなされます。
　ただし、給与等の支払を受ける人のٻがあるときは、給与等の支払をする者は書໘により給与所得

　　　の源泉徴収ථをަ付するඞཁがあります（所๏ 22� ᶆᶇ）。

ୈ̓ɹͦのଞの所得ʹରする源泉徴収

。の所得などにͭいても、源泉徴収がඞཁとなります࣍　
　詳しくは、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にܝ載している「源泉徴収のあΒまし」をご参
照ください。
ᶃ　ެࣾ࠴及び༬ஷ金の利ࢠ等　　ᶄ　ఆ期ੵ金の給付ิṇ金等
ᶅ　特ఆ口࠲อ্場ג式等のৡによる所得等　　ᶆ　ެత年金等

https://www.nta.go.jp
https://www.nta.go.jp


̎ɹ退職所得の源泉徴収ථ
ᾇ　ୀ৬ख等の支払者は、֤受給者にͭいて支払の֬ఆしたୀ৬ख等の金額や源泉徴収税額などを記

　　載した「ୀ৬所得の源泉徴収ථ」を２෦࡞し、その͏ͪ１෦を合計දとともにୀ৬ޙ �か月以に税
。）照参ᾇ̑記Լ（）ᶃن��所、ᶄ�22๏所（Μͤまりなれけなし付ަに者給受を෦１のଞ、し出提に署務

　　この場合、その年தの源泉徴収ථをऔりまとめて、翌年１月3�までに税務署に提出することとして
　　もࠩし支͑ありまͤΜ。
ᾈ　๏人のһ（૬ஊ、ސそのଞこれΒにྨする人をؚΈます。）以外の人に支払͏ୀ৬ख等にͭい

　　ては、ᾇにかかΘΒず、源泉徴収ථを税務署に提出するඞཁはありまͤΜ（所ن �� ᶄ）。
　ᾉ　ୀ৬所得の源泉徴収ථにͭいても্記１ᾉとಉ༷のऔѻいが認めΒれています。
̏ɹใु・ྉۚ等のࢧௐ書
ᾇ　所得税๏ୈ2��ୈ１߲֤߸等に͛ܝるใुɾྉ金、ܖ金、金又はྍใुの支払者は、そのใुɾྉ金、
金などにͭいてその支払を受ける者ごとに支払金額や源泉徴収税額ฒびに支払を受ける者及び支払ܖ
をする者のϚΠφϯόー（ݸ人൪߸）又は๏人൪߸などを記載した「ใु、ྉ金、ܖ金及び金の支
払ௐ書」を࡞し、翌年１月 3� までに合計දとともに税務署に提出しなけれなりまͤΜ（所๏
22�ᶃࡾ、所ن ��ᶃ）（Լ記̑ᾈ参照）。
ᾈ　࣍に͛ܝるใुɾྉ金などにͭいては、ᾇにかかΘΒず支払ௐ書を税務署に提出するඞཁはありま

　　ͤΜ（所ن �� ᶄ）。
Π　ྍใु、ϓϩϘΫαー、外ަһ、ू金人、ిྗྔ計のݕ人のใुɾྉ金及びόーɾΩϟόϨー

　　 等のϗεςε、όϯέοτϗεςεɾίϯύχΦϯ等のใुɾྉ金にͭいては、ಉ一人にରするその
　　　年தの支払金額が �� ສԁ以Լであるもの
　　ϩ　ࠂએのための金にͭいては、ಉ一人にରするその年தの支払金額が �� ສԁ以Լであるもの

ϋ　അओが受けるڝഅの金にͭいては、ಉ一人にରするその年தの支払金額のશ෦にͭきそれͧれそ
　　　の１回の支払金額が �� ສԁ以Լであるもの
　　χ　ΠかΒϋまでのใुɾྉ金以外のใुɾྉ金にͭいては、ಉ一人にରするその年தの支払金額が̑
　　　ສԁ以Լであるもの
̐ɹඇॅډ者等の所得のࢧௐ書
　ඇॅډ者又は外ࠃ๏人に給与等やใुなどを支払͏者は、その支払を受ける者ごとにその支払金額や源
泉徴収税額ฒびに支払を受ける者及び支払をする者のϚΠφϯόー（ݸ人൪߸）又は๏人൪߸（ϚΠφϯόー
し、翌年１月࡞ります。）などを記載した「支払ௐ書」をݶ又は๏人൪߸を༗する者に（߸人൪ݸ） 3� 
までに合計දとともに税務署に提出しなけれなりまͤΜ（所๏ 22�ᶃീ、所ن ��）（Լ記̑ᾈ参照）。
　　ただし、その年தの支払金額が �� ສԁ以Լである場合には、提出するඞཁはありまͤΜ（所ن �� ᶆ）。
（注）「ඇॅډ者等に支払Θれる組合ܖにͮجく利ӹの支払ௐ書」のほか、一෦のௐ書にͭいては、提出期ݶや提出ൣғが
　　 ҟなるものがあります。

̑ɹ源泉徴収ථ等を࡞するࡍのҙ߲ࣄ
ᾇ　給与等又はୀ৬ख等の支払者が税務署に提出する源泉徴収ථには、受給者等のϚΠφϯόー（ݸ
　人൪߸）又は๏人൪߸を記載するඞཁがありますが、受給者にަ付する源泉徴収ථには、受給者等のϚ
　　Πφϯόー（ݸ人൪߸）又は๏人൪߸は記載しないこととされています。
ᾈ　支払を受ける者に支払ௐ書の写しをަ付する場合には、支払をする者及び支払を受ける者のϚΠφϯ

　　όー（ݸ人൪߸）を記載してަ付することはできまͤΜ。
　ᾉ　源泉徴収ථや支払ௐ書を税務署に提出する場合において、そのछྨごとに、その年のલʑ年に提出

すきであった源泉徴収ථや支払ௐ書の枚数が���枚以্であるものにͭいては、e-Tax、ޫσΟεΫ等
　　又はΫϥυ等により提出する義務があります（所๏ 22� の̐ᶃ）。
ᾊ　給与等やୀ৬ख等、ใुɾྉ金などの支払者は、ᶃ税務署に源泉徴収ථや支払ௐ書を期ݶまでに
　提出しなかったり、ِりの記載や記をして提出したりした場合、ᶄその受給者に源泉徴収ථを期ݶま
　でにަ付しなかったり、ِりの記載をしてަ付（ి࣓తํ๏によりِりの߲ࣄを提ڙ）したりした場合
　　には、１年以Լの又は �� ສԁ以Լのേ金にॲすこととされています（所๏ 2�2 。（、ޒ



̎ɹ退職所得の源泉徴収ථ
ᾇ　ୀ৬ख等の支払者は、֤受給者にͭいて支払の֬ఆしたୀ৬ख等の金額や源泉徴収税額などを記
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　　この場合、その年தの源泉徴収ථをऔりまとめて、翌年１月3�までに税務署に提出することとして
　　もࠩし支͑ありまͤΜ。
ᾈ　๏人のһ（૬ஊ、ސそのଞこれΒにྨする人をؚΈます。）以外の人に支払͏ୀ৬ख等にͭい
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金などにͭいてその支払を受ける者ごとに支払金額や源泉徴収税額ฒびに支払を受ける者及び支払ܖ
をする者のϚΠφϯόー（ݸ人൪߸）又は๏人൪߸などを記載した「ใु、ྉ金、ܖ金及び金の支
払ௐ書」を࡞し、翌年１月 3� までに合計දとともに税務署に提出しなけれなりまͤΜ（所๏
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ᾊ　給与等やୀ৬ख等、ใुɾྉ金などの支払者は、ᶃ税務署に源泉徴収ථや支払ௐ書を期ݶまでに
　提出しなかったり、ِりの記載や記をして提出したりした場合、ᶄその受給者に源泉徴収ථを期ݶま
　でにަ付しなかったり、ِりの記載をしてަ付（ి࣓తํ๏によりِりの߲ࣄを提ڙ）したりした場合
　　には、１年以Լの又は �� ສԁ以Լのേ金にॲすこととされています（所๏ 2�2 。（、ޒ

ᾇ　給与等やใुɾྉ金、ެత年金等の支払を受ける人がࡂ、෩ਫ、མཕ、Րࡂのよ͏なࡂにより
　　େきなඃを受けたときは、「ࡂඃ者にରするે税のݮ໔、徴収༛༧等に関する๏」（以Լ「ࡂ໔๏」
　　といいます。）によって、源泉徴収税額の徴収༛༧やؐ付を受けることができます（ࡂ໔๏３、復興֬ࡒ
　　๏ 33 ᶃ）。
　なお、これにより徴収༛༧やؐ付を受けた人は、年ௐのରとなΒないため、֬ఆਃࠂでࡶଛ߇
আやࡂ໔๏による所得税のܰݮ໔আのద用を受けることによりਫ਼算することになります。

ᾈ　ࡂ໔๏にͮجき給与等又はެత年金等にͭいて徴収༛༧を受けよ͏とする場合には、所ఆのਃ書を
その支払者をܦ༝してࡂを受けた人の納税の所轄税務署に提出 （ؐ付を受ける場合やใुɾྉ金
にͭいて徴収༛༧を受ける場合等は、、ࡂを受けた人の納税の所轄税務署に提出）すること
とされています。

　　　詳しいखଓなどにͭいては、ࠃ税ிϗーϜページ【https://www.nta.go.jp】にܝ載している「源泉徴収
　　のあΒまし」を参照してください。

をࡂ、は人Ѽ໊の書ਃ、もで合場のこ（Μͤまいߏもてし出提に署務税轄所の税納の税得所泉源の者払支）注（
受けた人の納税の所轄税務署としてください。）。

　源泉徴収税額のある給与所得者で֬ఆਃࠂをすれその源泉徴収税額のؐ付が受けΒれるのは、࣍のよ
　͏な人です。
ᾇ　年のத్でୀ৬して年ௐを受けなかった人で、そのޙその年தにଞの所得がないことなどにより、

　　給与等にͭいて源泉徴収された税額が年税額を͑る人
ᾈ　ࡂによりॅやՈࡒにͭいてそのՁ額の ��ˋ以্のଛを受けたため、ࡂ໔๏のنఆによる所得税
のܰݮ、໔আを受けよ͏とする人
ᾉ　ࡂ、౪又はԣྖによりॅやՈࡒにͭいてଛを受けた場合やࡂ等に関࿈してやΉを得ない支
　出をした場合に、そのଛ額や支出した金額が一ఆの金額を͑るため、所得税๏のنఆによるࡶଛ߇
　আを受けよ͏とする人（ᾈのܰݮや໔আを受ける人は、そのࡂによるଛࣦ額にͭいては、この߇আは
　　受けΒれまͤΜ。）
ᾊ　支払ったҩྍඅが、�� ສԁか所得金額の合計額の̑ˋ૬額かのいずれかい金額を͑るため、所
得税๏のنఆによるҩྍඅ߇আを受けよ͏とする人

ᾋ　ࠃや特ఆެӹ૿ਐ๏人等にରして支払った寄ෟ金、ಓݝɾ۠ࢢொଜにରする寄ෟ金（;るさと納
税等）、認ఆ特ఆඇӦ利׆ಈ๏人等の͏ߦ一ఆの特ఆඇӦ利׆ಈにるۀࣄに関࿈する寄ෟ金、特ఆ৽ن
தখձࣾがൃߦしたג式のऔ得にཁした金額又は特ఆのݙ࣏金が２ઍԁを͑るため、所得税๏等の
আを受けよ͏とする人߇ఆによる寄ෟ金ن
ᾌ　所得が一ఆ額以Լの人などで、所得があるため所得税๏等のنఆによる߇আを受けよ͏とす

　　る人
　ᾍ　外ࠃで所得税に૬する税を納めた人又はूஂࢿ信ୗの収ӹの分等の支払を受けた場合で一ఆのཁ݅
　　をຬたす人で、所得税๏のنఆによる外ࠃ税額߇আ又は分࣌ௐ外ࠃ税૬額߇আを受けよ͏とする人
ᾎ ॅのऔ得等をしたため、ે税特別ાஔ๏のنఆによるॅआೖ金等特別߇আを受けよ͏とする人や、

　　（特ఆ૿վங等）ॅआೖ金等特別߇আのద用が２年以߱となる人で年ௐのࡍにその߇আを受けて
　　いない人
ᾏ　ୀ৬ख等の支払を受けるࡍに「ୀ৬所得の受給に関するਃࠂ書」を提出しなかったために、その支
払額に 2���2ˋの税で源泉徴収をされた人で、その源泉徴収税額がୀ৬所得߇আ額等をద用してٻめた
税額を͑ている人
ᾐ　ౘ等にରして׆࣏ಈに関する一ఆの寄ෟをしたことによりౘ等寄ෟ金特別߇আを受けよ͏とす

　　る人
ᾑ　認ఆ特ఆඇӦ利׆ಈ๏人等にରする一ఆの寄ෟ金又は一ఆのެӹࣾஂ๏人等にରする一ఆの寄ෟ金が

　　２ઍԁを͑るため、ે税特別ાஔ๏のنఆによる所得税額の特別߇আを受けよ͏とする人
　ᾒ　一ఆのվमをߦった人で、ॅ等վम特別߇আを受けよ͏とする人
ᾓ　一ఆの特ఆվमࣄをߦった人で、ॅ特ఆվम特別税額߇আを受けよ͏とする人又は一ఆの認ఆॅ

　　等の৽ங等をߦった人で、認ఆॅ等৽ங等特別税額߇আを受けよ͏とする人
　ᾔ　特ఆ支出の額の合計額が給与所得߇আ額の２分の１૬額を͑るため、給与所得者の特ఆ支出߇আ
　　の特例のద用を受けよ͏とする人
ᾕ　݈߁のอ૿࣋ਐ及び࣬පの༧のために݈߁அ等を受け、かͭ、一ఆのҩༀにるߪೖඅの合計額
が１ສ２ઍԁを͑た場合に、ે税特別ાஔ๏のنఆによるҩྍඅ߇আの特例を受けよ͏とする人

ᶙɹࡂඃ者ʹରするࡁٹ

ᶚɹ給与所得者Ͱ֬ఆਃࠂをすΕ源泉徴収税額がؐ付͞Εる場合

https://www.nta.go.jp

